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たた
たた
らら
製製
鉄鉄
業業
経経
営営
者者
櫻櫻
井井
家家
のの
もも
とと
でで

働働

くく

人人

々々

―
手
代
・
職
人
な
ど
の
褒
賞
事
例
の
分
析
を
中
心
に
―

鳥
谷

智
文

はは
じじ
めめ
にに

た
た
ら
製
鉄
業
は
、
近
世
後
期
お
い
て
大
規
模
な
事
業
展
開
を
模
索
し
て
い
き
、

多
く
の
人
々
が
そ
の
事
業
に
関
わ
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
島
根
県
奥
出
雲
町
上
阿
井

に
本
拠
地
を
お
く
櫻
井
家
で
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
段
階
で
、
一
〇
四
七
人

（
男
性
五
六
九
人
・
女
性
四
七
八
人
）
を
召
し
抱
え
て
お
り
、
そ
の
内
就
労
者
は
三

九
一
人
で
あ
っ
た
。
櫻
井
家
が
直
接
家
族
ご
と
養
っ
て
い
る
「
山
内
」
の
人
々
は
五

七
一
人
で
、
四
一
六
人
は
「
地
下
」
す
な
わ
ち
村
方
の
人
々
で
あ
っ
た(

)

。
1

そ
の
よ
う
な
人
々
の
中
で
、
就
労
者
は
事
務
系
統
の
手
代
と
技
術
系
統
の
職
人

（
鈩
場
で
は
村
下
・
炭
坂
な
ど
、
大
鍛
冶
場
で
は
左
下
・
大
工
な
ど
）
の
二
系
統
に

わ
か
れ(

)

、
前
者
は
鈩
場
・
大
鍛
冶
場
経
営
や
製
品
販
売
の
維
持
・
開
拓
、
後
者
は

2

需
要
に
応
じ
た
和
鉄
製
品
の
生
産
に
従
事
す
る(

)

。
3

本
稿
で
は
、
櫻
井
家
に
つ
い
て
、
特
に
今
ま
で
あ
ま
り
論
及
し
て
こ
な
か
っ
た
手

代
の
頂
点
に
立
つ
番
頭
を
中
心
に
そ
の
出
自
や
活
動
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

た
い
。
ま
た
、
櫻
井
家
の
他
の
手
代
や
職
人
の
活
動
に
つ
い
て
も
褒
賞
事
例
を
も
と

に
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

一一

櫻櫻
井井
家家
番番
頭頭
のの
事事
績績

「
文
政
三
年
旧
記
」
（
櫻
井
家
文
書
、
ａ
一
―
八
―
四
、
以
下
、
「
文
政
三
年
旧

記
」
と
の
み
記
す
。
）
に
は
、
番
頭
の
履
歴
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
当
家
番
頭
代
数

書
出
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
調
方
十
代
目
番
頭
孫
作
六
十
一
才
」
と
あ
り
、
調

査
し
た
の
は
十
代
目
の
孫
作
で
あ
り
、
そ
の
時
六
一
歳
の
高
齢
期
で
あ
っ
た
。
こ
の

調
査
は
、「
附
古
書
見
集
猶
又
九
代
目
番
頭
七
郎
右
衛
門
至
覚
能
者
其
上
文
久
二
戌
年

八
十
九
才
長
寿
ニ
茂
有
之
、
同
人
へ
問
合
、
尤
寛
延
年
中
ゟ
前
ハ
不
詳
、
宝
暦
年
中

ゟ
委
敷
書
印
置
者
也
」
と
あ
り
、
古
書
も
調
べ
た
が
、
九
代
目
番
頭
七
郎
右
衛
門
の

記
憶
力
が
能
く
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
も
生
存
し
て
お
り
、
聞
き
取
り
調
査
を

し
て
書
き
上
げ
た
書
出
で
あ
っ
た
。

こ
の
書
出
の
作
成
年
は
判
明
し
な
い
が
、
恐
ら
く
文
久
二
年
に
聞
き
取
り
調
査
を

行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
文
久
二
年
頃
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の

後
、
木
村
精
な
ど
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
の
番
頭
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
書
出
に
継
続
し
て
歴
代
の
番
頭
を
書
い
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料

に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
番
頭
名
と
従
事
期
間
な
ど
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
１
で
あ
る
。

前
述
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
寛
延
期
よ
り
以
前
は
わ
か
ら
ず
、
宝
暦
期
よ
り
詳
し
く

わ
か
り
書
き
記
し
た
と
あ
る
が
、
表
１
に
よ
る
と
、
初
代
は
名
前
が
わ
か
ら
ず
、
宝

暦
三
年
（
一
七
五
三
）
ま
で
番
頭
で
あ
っ
た
二
代
目
の
市
兵
衛
か
ら
田
畑
山
林
屋
敷

の
拝
領
記
事
が
出
て
く
る
の
で
、
ま
さ
に
宝
暦
期
か
ら
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
た

だ
、
そ
れ
よ
り
前
の
番
頭
は
判
明
し
な
い
の
で
、
市
兵
衛
の
前
の
番
頭
が
初
代
か
ど
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う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
史
料
の
通
り
「
名
前
不
知
」

を
初
代
と
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

表
１
に
よ
る
と
、
番
頭
の
任
期
は
、
二
代
目
市
兵
衛
は
約
四
〇
年
、
三
代
目
嘉
左

衛
門
は
二
五
年
と
長
い
が
、
そ
の
後
、
四
代
目
八
郎
右
衛
門
か
ら
八
代
目
嘉
三
郎
ま

で
は
長
く
て
一
〇
年
で
あ
っ
た
。
九
代
目
七
郎
右
衛
門
か
ら
長
期
と
な
り
、
三
一
年

間

も

職

務

に

つ

い

て

い

た

。

一

〇

代

目

孫

作
も
長
く
、

二

四

年

以

上

に

渡

っ

て

番

頭

を

勤

め

た

と

考

え

ら

れ

る

。

一

一

代

目

三

郎

兵

衛

は

二

〇

年

と

推

定
さ
れ
る
。

表

２

に

は

、

番

頭

の

出

生

地

や

続

柄

な

ど

を

記

載

し

た

。

表

２

に

よ

る

と
、
番
頭
の
出
生
地
が

わ
か
る
八
人
中
、
山
内

で
の
出
生
と
考
え
ら
れ

る
人
物
は
、
六
代
目
栄

蔵
と
九
代
目
七
郎
右
衛

門
の
二
人
で
、
櫻
井
家

の
近
隣
で
は
、
上
阿
井

村
で
一
人
、
上
阿
井
町

で
一
人
で
あ
っ
た
。
後

の
四
人
は
、
飯
石
郡
須

佐
村
・
吉
田
村
、
奥
飯

石
赤
名
村
、
神
戸
郡
白

枝
村
と
比
較
的
遠
方
で

あ
っ
た
。
特
に
三
代
目

～
五
代
目
は
遠
方
の
生

ま
れ
で
、
櫻
井
家
の
経

営
を
安
定
さ
せ
る
た
め

に
優
秀
な
人
材
を
引
き

入
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ

う
。
そ
の
後
、
六
代
目

栄
蔵
は
五
代
目
伊
八
の

子
、
一
一
代
目
三
郎
兵

衛
は
九
代
目
七
郎
右
衛

門
の
子
で
あ
り
、
彼
ら

二
世
が
番
頭
に
就
任
し

て
お
り
、
櫻
井
家
内
で

番
頭
を
輩
出
す
る
素
地
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表１　櫻井家の歴代番頭

代数 期間 年数 名前

1 延宝期（1673～1680）～宝永期（1704～1710） 名前不知

2 正徳期（1711～1715）～宝暦3年（1753） 約40 市兵衛

3 宝暦4年（1754）～安永7年（1778） 25 嘉左衛門

4 安永8年（1779）～天明8年（1788）　　 10 八郎右衛門

5 寛政元年（1789）～寛政10年（1798） 10 伊八

6 寛政11年（1799）～文化4年（1807） 9 栄蔵

7 文化4年（1807）～文化7年（1810） 4 仙蔵

8 文化7年（1810）～文化8年（1811） 1 嘉三郎

9 文化8年（1811）～天保12年（1841） 31 七郎右衛門

10 天保10年（1839）～文久2年（1862）継続？ 24以上（ヵ） 孫作

11 安政3年（1856）10月～明治6年（1873）3月1日（ヵ） 20（ヵ） 三郎兵衛

12 明治6年（1873）3月2日～明治7年1月（1874） 1 長七郎

13 不明 白名祥造

14 不明 中林権七

15 不明 大阪五造

16 不明 木村　精

17 不明 矢田有吉

出典：「当家番頭代数書出」（「文政三年　旧記」櫻井家文書、近世（家）ａ１―８―４）

表２　櫻井家の歴代番頭

代数 名前 出生地・続柄など

1 名前不知

2 市兵衛 忠勤の功により、田畑山林屋敷家を櫻井家から遣わされる。

3 嘉左衛門 飯石郡須佐村住。老年須佐へ引き取る。

4 八郎右衛門 奥飯石赤名村口間屋より罷り越す。老年、赤名へ引き取る。

5 伊八 神門郡白枝村産。内谷で死去。

6 栄蔵 5代目番頭伊八の息子。内谷産。布部村栄蔵女房家へ引っ越す。

7 仙蔵 大工次左衛門後妻を連れ飯石郡吉田より罷り越す。老年、大原郡久野村へ引越。

8 嘉三郎 上阿井村住、俵屋。

9 七郎右衛門 上阿井村横見前鈑冶屋産。後年に三谷屋と号す。天保12年三谷屋へ引き取りその後文久2年（1862）死去。89歳。

10 孫作 元祖上阿井町産。代々櫻井家手代で孫作が5代目に当たる。

11 三郎兵衛 9代目番頭七郎右衛門の息子。

12 長七郎 10代目番頭孫作の息子。

13 白名祥造

14 中林権七

15 大阪五造 番頭事務取次櫻井保太郎

16 木村　精

17 矢田有吉

出典：「当家番頭代数書出」（「文政三年　旧記」櫻井家文書、近世（家）ａ１―８―４）

表２　櫻井家の歴代番頭出自

表１　櫻井家の歴代番頭任期

表２　櫻井家の歴代番頭出自

表１　櫻井家の歴代番頭任期
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が
出
来
上
が
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
〇
代
目
孫
作
の
家
は
、
五
代
に
わ

た
っ
て
櫻
井
家
手
代
を
勤
め
、
孫
作
が
五
代
目
で
一
〇
代
目
番
頭
、
六
代
目
が
長
七

郎
で
一
二
代
目
番
頭
に
就
任
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
営
の
初
期
段
階
で
は
、

他
所
に
人
材
を
求
め
、
一
方
で
は
他
所
か
ら
新
た
な
知
識
を
吸
収
し
、
櫻
井
家
内
で

優
秀
な
番
頭
を
育
成
し
て
経
営
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
「
文
政
三
年
旧
記
」
に
は
、
こ
う
し
た
番
頭
・
手
代
に
つ
い
て
の
褒
賞
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
文
化
・
文
政
・
天
保
期
に
番
頭
を
勤
め
た
七
郎
右

衛
門
で
あ
る
。
「
当
家
番
頭
代
数
書
出
」
に
は
、
七
郎
右
衛
門
に
つ
い
て
、
「
七
郎
右

衛
門
若
年
ゟ
当
家
相
勤
初
入
ゟ
四
十
三
年
辻
相
勤
罷
有
候
、
尤
勤
中
文
政
五
午
ゟ
申

迠
三
ヶ
年
中
庄
屋
御
役
相
勤
候
へ
共
、
弥
張
当
家
番
頭
名
目
兼
勤
ニ
付
、
内
方
受
引

ハ
米
原
産
佐
五
市
、
右
三
ヶ
年
中
取
扱
致
候
へ
共
、
同
人
儀
ハ
表
立
番
頭
役
ニ
ハ
不

相
成
候
、
然
処
七
郎
右
衛
門
庄
屋
御
役
忰
唯
六
へ
名
替
い
た
し
、
夫
ゟ
七
郎
右
衛
門

当
家
番
頭
一
円
ニ
相
勤
」
と
あ
り
、
七
郎
右
衛
門
は
、
櫻
井
家
に
勤
め
て
四
十
年
以

上
に
な
り
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
～
同
七
年
（
一
八
二
四
）
に
は
庄
屋
も
兼
務

し
て
い
る
。
こ
の
時
は
米
原
生
ま
れ
の
佐
五
市
に
櫻
井
家
内
部
の
経
営
を
任
す
こ
と

と
な
り
、
庄
屋
を
息
子
の
唯
六
へ
引
き
継
が
せ
た
後
は
番
頭
と
し
て
勤
め
た
。
七
郎

右
衛
門
は
、
庄
屋
業
務
も
こ
な
す
ほ
ど
の
力
量
が
あ
り
、
そ
の
経
験
が
番
頭
の
仕
事

に
活
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

七
郎
右
衛
門
の
番
頭
と
し
て
の
事
跡
は
、
以
下
の
史
料
で
垣
間
見
ら
れ
る
。

史
料
①

覚

可
部
屋
源
兵
衛
手
代七

郎
右
衛
門

右
三
十
年
来
格
別
深
切
ニ
相
勤
、
先
年
可
部
屋
難
渋
之
節
御
主
法
被
仰
付
候
所
、
其

方
儀
万
々
吞
込
実
意
ニ
令
取
引
候
ニ
付
而
、
御
主
法
通
成
行
公
物
上
納
者
勿
論
他
借

之
筋
茂
相
立
最
早
追
々
成
立
候
場
ニ
至
候
趣
ニ
相
聞
神
妙
之
事
ニ
候
、
仍
而
今
般
申

達
誉
遣
候
、
猶
精
出
可
相
勤
候

（
文
政
十
一
年
）

七
月
廿
一
日

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
①
に
よ
る
と
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
よ
り
前
に
櫻
井
家
は
経
営
難
に

陥
っ
て
し
ま
い
、
藩
か
ら
「
主
法
」
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鉄
の

売
り
捌
き
は
、
文
化
・
文
政
期
に
大
き
く
後
退
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り(

)

、
こ

4

の
時
、
櫻
井
家
は
「
主
法
入
」
と
な
り
、
藩
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
。
そ
の
折
、
七

郎
右
衛
門
は
、
「
公
物
」
の
上
納
、
「
他
借
」
の
返
済
に
つ
い
て
筋
道
を
立
て
、
藩
か

ら
褒
賞
さ
れ
た
。

続
い
て
当
主
櫻
井
源
兵
衛
か
ら
も
次
の
よ
う
な
「
覚
」
を
七
郎
右
衛
門
に
差
し
出

し
て
い
る
。

史
料
②

覚

一
銀
弐
貫
目
也

右
貴
殿
儀
年
来
励
精
心
を
被
相
勤
当
家
難
渋
之
儀
御
上
ゟ
厚
御
恵
を
以
当
時
仮
成
ニ

相
続
之
場
ニ
至
難
有
仕
合
存
候
、
然
処
貴
殿
御
主
法
筋
吞
込
別
而
心
配
有
之
候
ニ
付
、

御
上
納
者
勿
論
、
他
借
之
筋
を
茂
相
立
最
早
御
上
御
趣
意
通
可
相
成
与
於
拙
者
者
安

心
不
少
事
ニ
候
、
仍
此
度
御
勝
手
御
役
所
ゟ
御
用
所
江
御
伺
之
上
御
別
紙
之
通
御
国

中
類
別
茂
無
之
、
御
手
厚
御
書
附
を
以
御
誉
被
下
置
、
猶
拙
者
ゟ
茂
三
拾
年
勤
功
之

為
褒
美
前
件
之
通
銀
子
遣
之
候
、
以
上

文
政
十
一
年

桜
井
源
兵
衛

子
八
月
廿
四
日

手
代七

郎
右
衛
門
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
②
に
よ
る
と
、
主
法
入
の
際
、
藩
の
趣
意
通
り
勤
め
上
げ
、
当
主
櫻
井
源
兵

衛
は
安
心
し
た
と
あ
る
。
よ
っ
て
櫻
井
家
か
ら
は
、
三
十
年
の
勤
功
を
称
え
、
七
郎
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右
衛
門
に
銀
二
貫
目
を
下
賜
し
て
い
る
。

七
郎
右
衛
門
の
次
代
番
頭
孫
七
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
「
当
家

番
頭
代
数
書
出
」
に
は
、「
天
保
十
亥
年
当
家
番
頭
申
付
、
同
年
ゟ
丑
ま
で
三
ヶ
年
中

七
郎
右
衛
門
両
人
相
勤
、
夫
ゟ
安
政
三
辰
迠
八
ヶ
年
中
孫
作
一
名
、
辰
十
月
ゟ
九
代

目
番
頭
七
郎
右
衛
門
忰
三
郎
兵
衛
両
人
相
勤
」
と
あ
り
、
代
々
手
代
の
家
系
で
あ
っ

た
孫
七
は
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
～
同
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
は
七
郎
右
衛

門
と
の
二
人
体
制
、
そ
の
後
一
人
で
番
頭
を
勤
め
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
か
ら

三
郎
兵
衛
と
の
二
人
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
期
か
ら
二
人
体
制
が
出

始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
孫
作
は
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
二
月
に
「
数
十
年
来
相

勤
取
引
行
届
当
家
業
躰
繁
栄
致
候
」
と
い
う
理
由
で
、
松
江
藩
か
ら
「
生
涯
木
綿
合

（
ヵ
）

羽
御
免
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
一
月
に
は
、

「
勤
向
万
端
行
届
実
意
ニ
取
引
致
当
家
成
立
御
用
途
等
度
々
相
勤
罷
在
候
」
と
し
て
、

書
付
に
よ
り
孫
作
を
「
御
誉
」
遣
わ
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
銀
一
〇
〇
枚
を
褒
美

と
し
て
下
賜
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
褒
賞
を
受
け
た
孫
作
だ
が
、
実
際
ど
の
よ
う
な
事
跡
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
八
月
に
は
、
下
男
常
次
を
連
れ
て
大
坂
へ

四
〇
日
ほ
ど
逗
留
し
た
い
願
い
出
を
櫻
井
源
兵
衛
か
ら
下
郡
・
組
頭
を
経
由
し
て
郡

奉
行
へ
差
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
大
坂
で
一
朱
銀
の
両
替
を
す
る
た
め
で

あ
っ
た(

)

。
5

ま
た
、
次
の
史
料
が
あ
る
。

史
料
③

覚

金
子
三
拾
両
也

右
者
貴
殿
若
年
ゟ
相
勤
就
中
番
頭
引
請
格
別
ニ
尽
精
心
近
年
諸
鉄
不
景
気
ニ
付
北
国

江
為
鉄
捌
差
遣
心
配
之
規
模
相
立

地

他
国
共
捌
口
之
目
的
出
来
、
惣
而
万
端
励
ミ

（
マ
ヽ
）

厚
く
懸
引
順
道
故
費
等
茂
無
之
、
然
而
者
上
納
物
次
第
ニ
訳
立
当
家
江
勤
功
之
程
不

軽
、
大
慶
存
候
、
依
而
前
科
之
金
子
為
褒
美
遣
之
候
、
以
上

嘉
永
六
年

丑
九
月
十
八
日

桜
井
源
兵
衛

番
頭孫

作

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
③
に
よ
る
と
、
孫
作
は
、
嘉
永
期
の
不
景
気
を
打
開
す
る
た
め
に
北
国
へ
産

鉄
を
売
り
捌
く
こ
と
に
苦
心
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
他
国
へ
の
捌
き
口
が

開
け
て
櫻
井
家
の
経
営
は
盛
り
返
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
孫
作
は
、
販
売
先
の
開
拓

に
力
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
は
当
主
櫻
井
源
兵
衛
か
ら
金
子
三
〇
両
を
下
賜

さ
れ
た
。

そ
の
後
、
前
述
し
た
よ
う
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
一
月
に
も
、
「
御
誉
」
に

預
か
っ
て
い
る
。
そ
の
折
に
は
、

史
料
④

安
政
五
午
年

其
方
手
代
孫
作
へ
申
談
候
儀
有
之
候
条
、
其
方
同
伴
早
々
出
府
候
、
自
分
方
へ
可
罷

出
候
、
以
上

十
一
月
十
六
日

雨
森
甚
大
夫

御
書
判

桜
井
源
兵
衛
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

と
あ
り
、
史
料
④
で
は
郡
奉
行
雨
森
甚
大
夫
が
櫻
井
源
兵
衛
へ
宛
て
て
手
代
孫
作
を

同
伴
さ
せ
て
出
府
す
る
よ
う
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
当
主
源
兵
衛
は

「
八
月
已
来
不
快
ニ
付
出
府
不
相
成
」
と
あ
り
、
病
気
に
よ
り
出
府
で
き
な
い
と
申

し
出
て
お
り
、
「
三
郎
兵
衛
儀
用
談
ニ
付
、
出
府
罷
在
、
同
人
私
名
代
差
出
し
」
と
あ

り
、
当
時
孫
作
と
と
も
に
番
頭
を
任
さ
れ
て
い
た
三
郎
兵
衛
を
名
代
と
し
て
立
て
、

孫
作
と
と
も
に
出
府
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
孫
作
と
三
郎
兵
衛
は
十
一
月
十
八
日
に

「
此
元
出
立
」
、
同
月
十
九
日
に
「
府
着
」
し
、
同
月
二
十
日
に
雨
森
甚
大
夫
に
面
会

し
て
い
る(

)
。
そ
こ
で
雨
森
甚
大
夫
は
、
孫
作
に
次
の
よ
う
な
書
付
を
差
し
出
し
て

6
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い
る
。

史
料
⑤

覚

桜
井
源
兵
衛
手
代孫

作

右
其
方
儀
主
家
手
代
数
十
年
実
叮
相
勤
万
端
打
任
候
処
、
手
代
共
令
一
和
業
躰
取
締

等
行
届
候
ニ
付
、
主
家
身
上
向
追
々
手
厚
ニ
相
成
候
処
、
度
々
御
用
途
相
勤
候
様
相

成
、
実
意
ニ
令
取
引
候
故
之
儀
寄
特
之
事
ニ
候
、
仍
及
御
沙
汰
誉
遣
候
、
猶
精
出
シ

可
相
勤
候

（
安
政
五
年
）

午
十
一
月
十
六
日

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
⑤
を
渡
さ
れ
た
孫
作
と
三
郎
兵
衛
は
、
雨
森
宅
で
「
御
昼
頂
戴
」
と
あ
り
、

昼
に
祝
い
の
席
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る(

)

。
7

そ
の
後
、
表
３
に
み
え
る
よ
う
に
、
今
回
の
孫
作
の
褒
賞
に
関
係
し
た
松
江
藩
の

用
人
・
勝
手
方
・
鉄
方
・
郡
奉
行
・
調
役
・
吟
味
役
等
三
七
人
に
お
礼
と
し
て
進
物

が
渡
さ
れ
た
。
進
物
と
し
て
は
、
箱
折
・
鰹
・
木
綿
・
切
手
等
が
調
達
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、「
其
後
御
礼
進
物
左
之
通
差
出
ス
、
且
三
十
一
年
以
前
七
郎
右
衛
門
御
誉
被
仰

（
ヵ
）

付
候
節
、
進
物
振
合
ヲ
以
差
出
ス
」
と
あ
り(

)

、
孫
作
の
褒
賞
に
関
わ
る
「
御
礼
進

8

物
」
は
前
番
頭
七
郎
右
衛
門
が
褒
賞
さ
れ
た
時
の
進
物
事
例
に
習
っ
た
も
の
で
あ
り
、

手
代
の
褒
賞
に
つ
い
て
の
「
御
礼
進
物
」
が
先
例
を
も
と
に
調
達
さ
れ
、
関
係
者
に

渡
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
褒
賞
に
お
け
る
「
御
礼
進
物
」
の

類
は
当
然
の
礼
儀
で
あ
り
、
半
ば
儀
礼
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
褒
賞
の
折
、
櫻
井
源
兵
衛
は
、
番
頭
孫
作
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
褒
美
を
遣

わ
し
て
い
る
。

史
料
⑥

覚

銀
百
枚

右
者
貴
殿
累
年
打
込
り
相
勤
近
年
追
々
懸
引
多
々
候
処
、
別
而
出
精
相
勤
有
之
、
既

ニ
六
年
以
前
丑
年
規
模
筋
誉
遣
候
処
、
今
般
数
十
年
来
之
精
勤
達
御
聴
御
別
紙
之
通

類
外
之
貴
書
附
を
以
御
□
厚
御
称
美
被
下
置
、
於
当
家
ニ
も
□
目
不
軽
儀
□
候
処
、

冥
加
至
極
存
候
、
依
之
前
件
銀
子
為
褒
美
誉
遣
候
、
猶
出
精
相
勤
可
有
之
候
、
以
上

安
政
五
午
十
二
月

桜
井
源
兵
衛

手
代

孫
作
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
⑥
に
よ
る
と
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
以
前
か
ら
の
「
懸
引
」
が
多
々
あ

り
、
孫
作
が
よ
く
対
応
し
、
ま
た
数
十
年
来
に
渡
り
精
勤
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
銀

表３　安政5年（1858）孫作褒賞御礼進物と御礼先

進物名 御礼先

箱折1束・鰹1連・切手2斤 用人4人

木綿1疋・鰹1連・切手2斤 勝手方10人

木綿1疋・鰹1連・切手2斤 鉄方2人

鰹1連・切手2斤 6人

木綿1疋・鰹1連 郡奉行1人

札10匁・切手2斤 元〆1人

連判1貫文 1人

札6匁 2人

箱折1束・鰹1連・切手2斤 郡奉行1人

札6匁 元〆1人

箱折1束・鰹1連・切手2斤 元〆1人

札6匁 元〆1人

鰹1連・切手2斤 調役1人

鰹1連・切手2斤 吟味役5人

出典：「（手代孫作御礼進物書出）」

（「文政三年旧記」櫻井家文書、ａ１―８―４）
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一
〇
〇
枚
を
褒
美
と
し
て
遣
わ
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
史
料
⑥
に
あ
る
「
懸
引
」
と

は
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
注
目
さ
れ
る
の
が
万
延
元
年
（
一

八
六
〇
）
に
発
給
さ
れ
た
次
の
史
料
で
あ
る
。

史
料
⑦

一
筆
令
啓
達
候
、
近
来
鉄
類
不
捌
鉄
師
一
統
不
手
繰
之
央
、
御
自
分
儀
当
未
納
御
米

代
銀
外
人
別
ニ
抽
上
納
皆
済
有
之
候
段
、
令
兼
々
心
配
行
届
候
故
之
事
ニ
候
、
仍
而

御
勝
手
方
ゟ
厚
誉
可
遣
旨
ニ
候
、
恐
々
謹
言

六
月
十
二
日

天
野
泰
兵
衛

山
本
久
右
衛
門

万
延
元
申
年
被
仰
付
候岸

野
金
平

桜
井
源
兵
衛
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」）

史
料
⑦
に
よ
れ
ば
、
近
年
は
鉄
が
思
う
よ
う
に
販
売
で
き
ず
、
鉄
師
達
が
経
営
難

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
折
未
納
の
「
御
米
代
銀
」
な
ど
を
皆
済
し
た
と
い
う
功
績
で
、

櫻
井
源
兵
衛
は
勝
手
方
よ
り
厚
く
誉
め
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
史
料
⑥
で
記
載
さ
れ
た

「
懸
引
」
と
は
、
こ
の
経
営
難
に
お
け
る
「
未
納
御
米
代
銀
」
の
皆
済
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
を
当
主
櫻
井
源
兵
衛
と
と
も
に
番
頭
孫
作
が
取
り
仕
切
っ
た
と
推

察
し
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
孫
作
は
嘉
永
期
と
安
政
期
の
経
営
難
を
乗
り
切
っ
た
能
力
の
高
い

番
頭
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
、
番
頭
に
就
任
し
た
三
郎
兵
衛
は
、
同
五
年
（
一
八
五

八
）
に
次
の
通
り
の
褒
状
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

史
料
⑧

覚

桜
井
源
兵
衛
手
代

三
郎
兵
衛

右
之
者
数
年
来
召
遣
候
由
之
処
、
其
方
儀
鉄
山
鑪
・
鍛
冶
屋
多
所
持
罷
在
他
国
懸
り

合
等
多
端
之
懸
引
も
有
之
由
ニ
候
処
、
急
度
目
当
之
者
与
相
聞
へ
候
ニ
付
、
類
外
之

訳
を
以
右
三
郎
兵
衛
儀
生
涯
木
綿
合
羽
差
免
之

（
安
政
五
年
）

十
一
月
廿
三
日

右
之
通
被
仰
渡
候
間
、
御
書
付
之
趣
其
方
へ
可
申
談
旨
ニ
候
条
、
得
其
意
可
申
渡
候
、

以
上

午
十
一
月
廿
三
日

雨
森
甚
大
夫

桜
井
源
兵
衛
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
⑧
は
、
郡
奉
行
雨
森
甚
大
夫
か
ら
櫻
井
源
兵
衛
へ
宛
て
た
書
付
だ
が
、
三
郎

兵
衛
へ
「
生
涯
木
綿
合

羽
」
を
許
可
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
三
郎
兵
衛

の
功
績
は
、
多
数
操
業

し
て
い
た
鈩
や
鍛
冶
屋

の
運
営
や
他
国
と
の

「
懸
り
合
」
に
つ
い
て

手
腕
を
振
る
っ
た
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
三
郎

兵
衛
の
父
親
は
番
頭
を

勤
め
た
七
郎
右
衛
門
で

あ
っ
た
が
、
親
に
負
け

ず
劣
ら
ず
の
能
力
の
高

い
人
物
で
あ
っ
た
よ
う

表４　進物調達状況

進物名 数量 金額（貫．文） 調達者

浜木綿 8反 14.800 塗屋久兵衛

木綿 1疋 2.650 塗久兵衛

木綿 6疋 15.850 紙佐

木綿 4疋 10.400 吉田屋

箱折 11束 8.250 吉田屋

鰹 15連 10.230 吉田屋

切手 22斤 3.168 吉田屋

札 22匁 0.000 吉田屋

連判 3.000 吉田屋

包紙・水引・褒斗 0.100 吉田屋

68.448

出典：「（手代三郎兵衛木綿合羽御免御礼進物書出）」

           （「文政三年旧記」櫻井家文書、ａ１―８―４）

合計
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で
あ
る
。
こ
の
褒
賞
に
関
す
る
書
付
は
、「
但
右
御
勝
手
方
ゟ
被
仰
渡
」
と
あ
り
、
同

日
勝
手
方
か
ら
も
差
し
出
さ
れ
た(

)

。
こ
の
褒
賞
を
受
け
て
、
七
郎
右
衛
門
、
孫
作

9

と
同
様
に
お
礼
と
し
て
関
係
す
る
藩
役
人
（
用
人
高
橋
紋
左
衛
門
以
下
三
一
人
）
に

進
物
（
浜
木
綿
・
鰹
・
切
手
・
札
・
連
判
・
箱
折
）
が
用
意
さ
れ
た
。
調
達
は
表
４

で
わ
か
る
よ
う
に
塗
屋
・
紙
佐
（
紙
屋
ヵ
）
・
吉
田
屋
で
分
担
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、

進
物
代
六
八
貫
四
四
八
文
中
、
塗
屋
・
紙
佐
は
三
三
貫
三
〇
〇
文
、
吉
田
屋
は
三
五

貫
一
四
八
文
分
の
進
物
を
手
配
し
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
松
江
の
天
神
町
、
中

町
、
天
神
町
に
店
を
構
え
て
お
り
、
い
ず
れ
も
松
江
の
商
人
で
あ
る(

)

。
吉
田
屋
は
、

10

白
潟
天
神
町
の
鉄
問
屋
吉
田
屋
文
助
で
あ
り(

)

、
櫻
井
家
の
鉄
取
引
問
屋
で
櫻
井
家

11

と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ(

)

、
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
進
物
代
の

12

半
分
以
上
を
調
達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二二

櫻櫻
井井
家家
手手
代代
・・
職職
人人
のの
事事
績績

本
節
で
は
、
櫻
井
家
の
番
頭
以
外
の
手
代
や
職
人
に
つ
い
て
、「
文
政
三
年
旧
記
」

か
ら
抽
出
し
て
み
る
。

ま
ず
、
宇
根
鈩
支
配
人
で
手
代
の
周
助
で
あ
る
。

史
料
⑨

一
筆
致
啓
達
候
、
御
自
分
手
代
周
助
儀
兼
而
心
得
方
宜
敷
趣
相
聞
候
ニ
付
、
御
自
分

ゟ
御
誉
被
遣
候
様
拙
者
ゟ
可
申
談
旨
ニ
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
成
候
、
右
為
可
申

遣
如
此
候
、
恐
々
謹
言

（
嘉
永
四
年
）

亥
十
二
月
廿
三
日

山
本
柳
左
衛
門

桜
井
源
兵
衛
様

（
「
文
政
三
年
旧
記
」）

史
料
⑨
に
よ
る
と
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
十
二
月
、
山
本
柳
左
衛
門
か
ら
櫻

井
源
兵
衛
へ
周
助
を
誉
め
遣
わ
す
内
容
の
報
告
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
次
の

「
覚
」
が
出
さ
れ
た
。

史
料
⑩

覚

壱
ヶ
年

一
米
三
俵

周
助

但
生
涯

一
同
二
俵

同
人

右
同
断

妻

一
銀
拾
枚

周
助

但
此
度
遣
之

右
貴
殿
儀
兼
而
心
得
方
宜
敷
趣
御
聞
達
、
鉄
方
ゟ
御
称
美
被
下
置
、
於
拙
者
茂
大
悦

罷
在
候
、
年
来
励
精
心
鑪
算
当
相
立
候
様
時
々
鑪
所
打
廻
職
人
共
へ
気
服
為
致
、
年

来
中
絶
無
之
様
吹
方
出
来
勤
功
不
軽
事
当
家
大
慶
之
程
不
過
之
、
惣
而
大
業
念
入
被

相
勤
候
故
之
儀
則
拙
者
ゟ
茂
誉
遣
候
様
被
仰
付
、
依
勤
中
□
生
涯
米
猶
又
此
度
銀
拾

枚
為
褒
美
遣
之
候
、
以
上

嘉
永
四
年

亥
十
二
月
二
十
八
日

桜
井
源
兵
衛

宇
根
鑪

支
配
人周

助
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
⑩
に
よ
る
と
、
褒
美
と
し
て
周
助
本
人
へ
は
一
ヶ
年
に
つ
き
米
三
俵
を
生
涯

に
わ
た
り
下
賜
、
ま
た
銀
一
〇
枚
を
今
回
下
賜
し
、
ま
た
周
助
の
妻
に
は
一
ヶ
年
に

つ
き
米
二
俵
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
下
賜
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
周
助
の
褒
賞

の
理
由
は
、
鈩
の
経
営
に
長
け
、
時
々
鈩
場
を
打
ち
廻
り
職
人
達
へ
気
配
り
を
し
て
、

鈩
が
中
絶
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
心
配
し
た
こ
と
に
よ
る
。
周
助
は
、
鈩
経
営
に
長

け
た
手
代
で
あ
っ
た
。
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ま
た
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
は
、
長
州
戦
争
に
お
い
て
奮
闘
し
た
と
い
う

功
績
で
、
櫻
井
三
郎
左
衛
門
、
手
代
千
右
衛
門
、
山
子
一
六
人
が
褒
賞
さ
れ
て
い
る

(
)

。
そ
れ
と
は
別
に
、
同
年
六
月
二
十
一
日
に
は
左
記
の
「
覚
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。

13史
料
⑪

覚

桜
井
三
郎
左
衛
門
手
代長

七
郎

右
之
者
数
年
来
召
遣
候
由
之
処
、
其
方
儀
追
々
身
上
向
手
厚
ニ
い
た
し
、
度
々
御
用

途
相
勤
候
段
手
代
共
一
和
業
躰
取
殿
宜
敷
故
之
儀
、
就
中
他
国
懸
合
等
多
端
之
懸
引

茂
有
之
由
之
処
、
急
度
目
当
之
者
与
相
聞
候
、
仍
類
外
之
訳
を
以
右
長
七
郎
へ
生
涯

木
綿
合
羽
差
免
之

六
月
廿
一
日

右
之
通
被
仰
渡
候
間
、
御
書
付
之
趣
其
元
江
可
申
談
旨
ニ
候
条
、
可
被
申
渡
候
、
以

上
慶
応
三
卯

六
月
廿
一
日

瀧
波
與
右
衛
門

書
判

桜
井
三
郎
左
衛
門
殿

（
「
文
政
三
年
旧
記
」）

史
料
⑪
に
よ
る
と
、
櫻
井
三
郎
左
衛
門
手
代
長
七
郎
は
、
藩
の
御
用
途
を
度
々
勤

め
、
手
代
達
を
よ
く
纏
め
、
他
国
と
の
交
渉
に
も
対
処
で
き
る
と
の
理
由
で
、
生
涯

木
綿
合
羽
を
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
褒
賞
は
、
郡
奉
行
兼
農
兵
御
用
懸
り
合
瀧
波
與

右
衛
門
か
ら
櫻
井
三
郎
右
衛
門
へ
宛
て
て
書
付
が
差
し
出
さ
れ
て
い
る(

)

。
ま
た
、

14

史
料
⑪
「
覚
」
の
発
給
後
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
⑫鉄

方
鈴
木
理
蔵
様
ゟ
御
書
付
写
を
以
左
之
通
御
談
有
之
候

櫻
井
三
郎
左
衛
門
手
代長

七
郎

右
之
者
数
年
来
召
遣
候
由
之
処
、
其
方
儀
追
々
身
上
向
手
厚
ニ
い
た
し
、
度
々
御
用

途
相
勤
候
段
、
手
代
共
一
和
業
躰
取
殿
宜
敷
故
之
儀
、
就
中
他
国
懸
合
等
多
端
之
懸

引
茂
有
之
由
之
所
、
急
度
目
当
之
者
と
相
聞
、
仍
類
外
之
訳
を
以
右
長
七
郎
へ
生
涯

木
綿
合
羽
被
差
免
之

六
月
廿
一
日

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
⑫
に
よ
る
と
、
史
料
⑪
と
同
内
容
の
書
付
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
書
付

が
「
御
書
付
写
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
写
を
も
っ
て
鉄
方
の
鈴
木
理
蔵
が
長
七
郎

の
褒
賞
に
つ
い
て
櫻
井
家
へ
伝
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
長
七
郎
は
、
前
述
の
よ
う

に
一
〇
代
目
番
頭
孫
作
の
子
で
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
番
頭
を
勤
め
る
こ

と
に
な
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
将
来
番
頭
と
な
る
長
七
郎
が
、
一
手
代
の

時
代
か
ら
業
務
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
七
郎
は

親
の
七
光
り
で
番
頭
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
力
を
認
め
ら
れ
て
な
る
べ
く
し
て

な
っ
た
番
頭
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
時
代
は
下
る
が
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）、
櫻
井
家
の
小
作
人
に
対

し
て
褒
賞
が
行
わ
れ
て
い
る
。

史
料
⑬

出
雲
地
主
農
談
会
小
作
奨
励
法
ニ
依
リ
小
作
人
へ
賞
状
贈
与
左
ニ

賞
状

櫻
井
三
郎
右
衛
門
小
作
人

藤
原
佐
一
右
衛
門

（
各
通
）

仝

青
木
丈
四
郎

仝

今
川
徳
市
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右
手
素
農
業
ニ
勉
強
シ
テ
他
小
作
人
ノ
模
範
ト
ナ
ス
ニ
足
ル
、
因
テ
之
ヲ
賞
ス

明
治
三
拾
七
年
五
月
三
日

出
雲
有
志
地
主
農
談
会
（
印
）

（
「
文
政
三
年
旧
記
」）

史
料
⑬
に
よ
る
と
、
藤
原
佐
一
右
衛
門
、
青
木
丈
四
郎
、
今
川
徳
市
の
三
人
が
農

業
を
勉
強
し
て
他
の
小
作
人
の
模
範
と
な
っ
た
こ
と
で
褒
賞
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事

例
は
、
櫻
井
家
が
た
た
ら
製
鉄
業
だ
け
で
は
な
く
農
業
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。

た
た
ら
製
鉄
業
関
係
で
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）、

島
根
県
に
お
い
て
「
実
業
奨
励
」
の
た
め
、
職
工
の
内
で
優
秀
者
を
褒
賞
す
る
計
画

が
あ
り
、
八
名
が
受
賞
し
た(

)

。
そ
の
八
名
の
中
で
、
槙
原
鈩
村
下
の
長
谷
川
亀
太

15

郎
（
鉄
蔵
）
が
選
ば
れ
て
い
る
。

史
料
⑭

島
根
県
仁
多
郡
阿
井
村

櫻
井
三
郎
右
衛
門
製
鉄
工
場

村
下
職
長
谷
川
亀
太
郎

資
性
滑
順
品
行
方
正
ニ
シ
テ
誠
実
益
々
服
シ
、
斯
業
ニ
精
励
去
年
三
十
八
年
、
技
術

亦
優
秀
ニ
シ
テ
衆
模
範
ト
為
ス
ニ
足
ル
、
仍
テ
銀
杯
盃
弐
固
ヲ
授
与
シ
之
ヲ
表
彰
ス

明
治
四
十
五
年
二
月
十

四

日

（
一
）

島
根
県
知
事
正
五
位
勲
三
等
高
岡
直
吉
（
印
）

（
「
文
政
三
年
旧
記
」）

史
料
⑭
に
よ
る
と
、
亀
太
郎
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
三
八
年
間
、
村
下

職
人
と
し
て
勤
め
て
い
る
。
亀
太
郎
は
、「
長
谷
川
四
代
に
て
代
々
同
職
ニ
尽
事
之
精

励
抜
鮮
之
者
ニ
有
之
候
」
と
あ
り(

)

、
四
代
も
続
く
村
下
職
人
で
、
特
に
優
れ
た
技

16

術
の
持
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
谷
川
亀
太
郎
の
四
代
前
は
、
恐
ら
く
万
延

元
年
（
一
八
六
〇
）
操
業
の
槙
原
鈩
よ
り
以
前
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
宇

根
鈩
の
村
下
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
菅
谷
鈩
の
村
下
堀
江
家
と
同

様
に
代
々
技
術
を
受
け
継
ぐ
家
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る(

)

。
17

ま
た
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
も
褒
賞
が
あ
っ
た
。
一
人
は
槙
原
鈩
配
属
の

山
子
頭
兼
山
廻
り
木
奈
崎
保
助
で
あ
っ
た(

)

。
18

史
料
⑮

島
根
県
仁
多
郡
阿
井
村

木
奈
崎
保
助

資
性
着
実
明
治
八
年
三
月
櫻
井
三
郎
右
衛
門
経
営
ノ
槙
原
鈩
配
属
製
炭
職
見
習
ト
ナ

リ
、
同
十
二
年
本
職
ニ
進
ミ
忠
実
勤
勉
業
ニ
服
シ
克
ツ
部
下
ヲ
督
励
シ
テ
事
業
ノ
発

達
ニ
力
ヲ
致
ス
等
他
ノ
模
範
ト
為
ス
ニ
足
ル
、
仍
テ
金
拾
円
ヲ
授
与
シ
之
ヲ
表
彰
ス

大
正
三
年
二
月
十
一
日

島
根
県
知
事
従
四
位
勲
三
等
高
岡
直
吉

（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）

史
料
⑮
に
よ
る
と
、
木
奈
崎
保
助
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
三
月
、
槙
原
鈩

の
「
製
炭
職
見
習
」
と
な
り
、
同
十
二
年
（
一
八
七
九
）
、
山
子
頭
兼
山
廻
り
に
就
任

し
た
。
そ
の
働
き
ぶ
り
は
実
直
で
、
部
下
を
監
督
し
て
激
励
し
た
と
あ
り
、
そ
の
功

績
に
よ
り
金
一
〇
円
を
授
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
今
一
人
は
、
槇
原
鈩
村
下
職
榎
幾
五
郎
で
あ
っ
た(

)

。
19

史
料
⑯

島
根
県
仁
多
郡
阿
井
村榎

幾
五
郎

資
性
朴
直
明
治
十
三
年
三
月
櫻
井
三
郎
右
衛
門
経
営
ノ
槙
原
鑪
村
下
職
見
習
ト
ナ
リ
、

同
二
十
年
三
月
在
職
ニ
進
ミ
忠
実
勤
勉
業
ニ
服
シ
技

亦
優
秀
ニ
シ
テ
常
ニ
斯
業
ノ

改
善
ニ
意
ヲ
注
キ
、
其
村
下
職
長
ト
為
ル
ヤ
、
克
ツ
部
下
ヲ
指
導
誘
扱
シ
、
其
任
ヲ

全
フ
シ
、
殊
ニ
明
治
三
十
九
年
業
種
製
煉
方
法
ノ
改
善
ヲ
企
図
ス
ル
ニ
際
シ
、
日
夜

其
局
ニ
当
リ
、
遂
ニ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
ル
等
他
ノ
模
範
ト
為
ス
ニ
足

ル
、
仍
テ
金
拾
円
ヲ
授
与
シ
之
ヲ
表
彰
ス

大
正
三
年
二
月
十
一
日
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島
根
県
知
事
従
四
位
勲
三
等
高
岡
直
吉

（
「
文
政
三
年
旧
記
」）

史
料
⑯
に
よ
る
と
、
榎
幾
五
郎
は
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
三
月
に
槙
原
鈩

の
村
下
職
見
習
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
村
下
職
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の

は
、
前
述
し
た
長
谷
川
亀
太
郎
で
あ
る
の
で
、
幾
五
郎
は
亀
太
郎
を
師
匠
と
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
後
幾
五
郎
は
、
同
二
十
年
（
一
八
八
七
）
三
月
、
正
式
に

村
下
と
な
っ
た
。
幾
五
郎
は
、
勤
勉
で
、
技
術
的
に
優
秀
で
あ
り
、
部
下
の
指
導
も

行
い
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
「
業
種
精
煉
方
法
」
の
改
善
に
お
い
て
大

き
な
功
績
を
あ
げ
た
。「
業
種
精
煉
方
法
」
の
改
善
と
は
、
角
炉
の
導
入
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
の
角
鈩
は
、
槙
原
鈩
の
地
下
構
造
を
利
用
し
て
様
式
高
炉
の
技
術
を
取
り
入

れ
た
た
た
ら
型
角
炉
を
構
築
し
、
比
較
的
長
期
の
連
続
操
業
が
可
能
と
な
り
、
一
日

当
た
り
五
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
程
度
の
棒
銑
が
平
均
五
二
～
五
九
本
生
産
さ
れ
、
一
日
二

・
四
～
二
・
七
ト
ン
生
産
で
き
、
一
ヶ
月
の
製
銑
量
は
約
八
〇
ト
ン
に
及
ん
だ(

)

。
20

櫻
井
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
精
錬
技
術
の
改
良
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
で
も
大
き
な

功
績
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
幾
五
郎
に
は
、
報
奨
金
と
し
て
一
〇
円
を
授

与
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
櫻
井
家
か
ら
は
、
木
奈
崎
保
助
・
榎
幾
五
郎
両
人
に
副
賞
と
し
て
「
三

組
盃
呑
付
一
組
」
を
下
賜
さ
れ
て
い
る(
)

。
21

こ
の
よ
う
に
、
槙
原
鈩
の
村
下
は
、
明
治
二
十
年
の
段
階
で
長
谷
川
亀
太
郎
（
鉄

藏
）
と
榎
幾
五
郎
の
二
人
が
確
認
さ
れ
る
。
幾
五
郎
は
、
史
料
⑯
で
み
る
か
ぎ
り
亀

太
郎
の
褒
賞
の
時
の
よ
う
に
祖
先
の
こ
と
に
つ
い
て
記
載
が
な
い
の
で
、
代
々
の
村

下
職
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
幾
五
郎
は
、
村
下
見
習
い
か
ら
実
力
を
認
め
ら

れ
て
正
式
な
村
下
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

おお
わわ
りり
にに

以
上
、「
文
政
三
年
旧
記
」
に
お
け
る
櫻
井
家
番
頭
・
手
代
・
職
人
の
褒
賞
事
例
か

ら
、
代
々
の
番
頭
、
そ
し
て
手
代
・
職
人
の
役
割
な
ど
を
み
て
き
た
。
櫻
井
家
に
つ

い
て
は
分
析
し
た
通
り
、
番
頭
は
実
力
の
あ
る
人
物
を
採
用
し
て
い
る
。
中
に
は
庄

屋
を
兼
務
す
る
ほ
ど
の
番
頭
も
い
た
。
ま
た
、
櫻
井
家
が
代
々
召
し
抱
え
た
家
か
ら

番
頭
に
採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
優
秀
で
あ
れ
ば
他
所
か
ら
積
極
的
に
採
用
し
て
い

る
。
他
所
か
ら
召
し
抱
え
ら
れ
た
番
頭
は
、
自
分
の
子
に
番
頭
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
叩
き

こ
み
、
そ
の
子
が
番
頭
を
引
き
継
い
で
い
っ
た
と
み
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
手
代
に
も
い
え
よ
う
。
た
だ
、
必
ず
し
も
代
々
番
頭
や
手
代
に
な
っ
て
い
る
か
と

い
う
と
そ
う
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
北
国
へ
の
売
り
捌
き
や
他
国
と
の
流
通
問

題
に
対
処
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
相
当
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
能
力
が
要

求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
能
力
が
評
価
さ
れ
、
藩
か
ら
褒
賞
を
受
け
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
家
に
と
っ
て
番
頭
が
経
営
の
要
な
の
で
あ
る(

)

。
22

田
部
家
の
手
代
・
職
人
の
褒
賞
事
例
か
ら
の
分
析
で
は
、
手
代
は
鈩
や
鍛
冶
屋
の

経
営
に
長
け
た
者
、
流
通
の
問
題
解
決
に
長
け
た
者
が
経
営
を
支
え
て
お
り
、
ま
た
、

自
分
の
息
子
を
手
代
に
す
る
た
め
、
手
代
の
世
襲
を
田
部
家
に
申
請
し
、
許
可
さ
れ

る
な
ど
の
点
が
指
摘
で
き
た(

)

。
ま
た
、
職
人
で
は
山
灰
で
実
績
の
あ
っ
た
一
族
が
、

23

そ
の
子
孫
は
村
下
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
い
る(

)

。
今
回
取
り
上
げ
た
櫻
井
家
の
事

24

例
と
比
較
す
る
と
、
田
部
家
の
手
代
や
職
人
の
あ
り
方
と
類
似
し
て
い
る
点
が
み
ら

れ
る
。

ち
な
み
に
、
一
六
代
目
番
頭
の
木
村
精
は
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）、
櫻
井
家

の
婚
礼
に
関
連
し
て
、
四
月
末
か
ら
五
月
に
か
け
て
三
回
杵
築
へ
出
張
し
て
い
る(

)

。
25

ま
た
、
婚
儀
に
つ
い
て
杵
築
・
松
江
・
大
東
・
木
次
等
各
方
面
に
電
話
を
し
て
い
る

が
、
そ
の
電
話
料
の
櫻
井
調
度
課
へ
の
請
求
も
木
村
精
で
あ
っ
た(

)

。
五
月
吉
日
に

26

挙
行
さ
れ
た
慶
事
（
式
典
）
に
は
、
一
七
代
目
番
頭
矢
田
有
吉
と
と
も
に
慶
事
（
式

典
）
の
総
責
任
者
と
考
え
ら
れ
る
「
総
見
繕
」
と
い
う
役
職
を
勤
め
て
い
る(

)

。
27

こ
の
よ
う
に
、
番
頭
は
家
内
の
婚
礼
な
ど
私
的
行
事
に
つ
い
て
も
手
腕
を
発
揮
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
私
的
行
事
と
い
っ
て
も
、
人
々
の
行
事
へ
の
参
列
に

よ
っ
て
櫻
井
家
の
当
主
と
部
下
の
組
織
体
系
や
櫻
井
家
と
外
部
の
家
々
と
の
関
係
を
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視
覚
的
に
再
確
認
す
る
場
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で(

)

、
そ
の
構
造
を

28

視
覚
的
に
体
現
す
る
空
間
及
び
時
間
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
番
頭
は
、
大
き
な
責
任

を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
田
部
家
も
同
様
で
あ
る
可
能
性

が
あ
ろ
う(

)

。
29

職
人
に
つ
い
て
は
、
村
下
や
山
子
の
技
術
的
能
力
の
高
さ
が
際
立
っ
て
お
り
、
公

的
機
関
（
県
）
か
ら
褒
賞
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
田
部
家
の
あ
り
方

と
同
様
に
、
代
々
続
く
村
下
の
家
も
あ
る
が
、
資
質
を
見
込
ま
れ
て
村
下
見
習
い
か

ら
修
業
し
た
者
も
い
た
。

田
部
家
と
櫻
井
家
の
違
い
の
一
つ
は
、
水
運
事
業
へ
の
参
画
で
あ
ろ
う
。
田
部
家

の
特
徴
の
一
つ
に
船
頭
の
活
躍
が
あ
っ
た(

)

。
櫻
井
家
に
は
見
ら
れ
な
い
事
業
で
あ

30

る
。以

上
、
櫻
井
家
の
番
頭
・
手
代
、
職
人
に
つ
い
て
褒
賞
事
例
を
中
心
に
み
て
き
た
。

田
部
家
と
類
似
す
る
点
が
多
い
が
、
た
た
ら
製
鉄
業
に
携
わ
る
人
々
に
つ
い
て
一
つ

の
性
格
を
見
出
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
櫻
井
家
が
、
能
力
を
必

要
と
す
る
番
頭
・
手
代
、
職
人
を
ど
の
よ
う
に
教
育
し
て
い
っ
た
の
か
、
不
明
な
点

も
多
々
あ
る
。
田
部
家
の
手
代
に
つ
い
て
は
、
た
く
さ
ん
の
部
署
を
歴
任
さ
せ
る
こ

と
で
経
験
値
を
積
む
よ
う
に
人
事
異
動
を
考
え
て
い
る
が(

)

、
果
た
し
て
櫻
井
家
で

31

は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註註

（

）
拙
稿
「
櫻
井
家
「
召
抱
人
」
の
構
成
―
『
明
治
弐
巳
十
月

召
抱
人
別
書
出

1
帳
』
（
櫻
井
家
文
書
）
の
分
析
―
」
（
山
陰
宗
門
改
帳
研
究
会
編
『
宗
門
改
帳
か

ら
み
る
山
陰
の
近
世
社
会
』
そ
の
２
、
五
一
―
九
五
頁
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（

）
石
塚
尊
俊
『
鑪
（
た
た
ら
）
と
鍛
冶
』
（
岩
崎
美
術
社
、

一
五
六
―
一
六
五

2
頁
、
一
九
七
七
年
）。

（

）
就
労
者
の
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
田
部
家
を
事
例
に
、
拙
稿
「
「
文
化

3

十
二
年

旧
記
」
か
ら
み
え
る
田
部
家
」
（
『
鉄
の
歴
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
一
〇
報

告
書
』
（
公
財
）
鉄
の
歴
史
村
地
域
振
興
事
業
団
、
二
〇
一
一
年
）
、
拙
稿
「
田

部
家
手
代
の
構
成
と
勤
務
履
歴
の
特
徴
に
つ
い
て
―
近
世
後
期
～
明
治
前
期
に

お
け
る
事
例
の
紹
介
―
」
（
『
山
陰
に
お
け
る
た
た
ら
製
鉄
の
比
較
研
究
』
島
根

県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
一
三
―
二
四
頁
、
二
〇
一
一
年
）
、
卜
藏
家
を
事
例
に
、

拙
稿
「
原
鈩
を
支
え
た
村
下
岸
本
亀
太
郎
」（
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
編
『
奥
出

雲
町
文
化
的
景
観
調
査
報
告
書
―
奥
出
雲
た
た
ら
と
棚
田
の
文
化
的
景
観
―
』

奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
、
八
一
―
八
六
頁
、
二
〇
一
三
年
）
、
田
儀
櫻
井
家
を
事

例
に
、
拙
稿
「
た
た
ら
の
経
営
に
携
わ
る
人
々
の
特
質
―
田
儀
櫻
井
家
を
事
例

と
し
て
―
」（
『
た
た
ら
研
究
』
特
別
号
（
六
〇
周
年
記
念
論
文
集
）
、
一
三
七
―

一
五
一
頁
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（

）
田
部
家
文
書
か
ら
文
政
六
・
七
年
（
一
八
二
三
・
一
八
二
四
）
に
は
、
鉄
の

4
売
り
捌
き
が
大
き
く
後
退
し
た
と
あ
る
（
中
山
富
広
「
在
来
産
業
た
た
ら
製
鉄

の
衰
退
と
そ
の
歴
史
的
意
義
―
出
雲
・
田
部
家
「
鉄
業
創
始
以
来
営
業
状
態
概

略
」
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」
（
勝
部
眞
人
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る

外
来
と
在
来
』
清
文
堂
、
五
―
二
五
頁
、
二
〇
一
一
年
）
）
。
ま
た
、
石
見
銀
山

附
幕
領
で
は
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
大
坂
銑
値
段
の
下
落
が
お
き
、
ま

た
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
も
鉄
値
段
の
大
幅
な
下
落
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
佐
竹
昭
「
石
見
銀
山
領
に
お
け
る
猪
被
害
と
た
た
ら
製
鉄
」
（
同
『
近
世
瀬

戸
内
の
環
境
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
三
四
―
一
五
三
頁
、
二
〇
一
二
年
、
初
出

『
広
島
大
学
総
合
博
物
館
研
究
報
告
』
１
、
広
島
大
学
総
合
博
物
館
、
二
〇
〇

九
年
）。

（

）
「
手
代
孫
作
大
坂
表
江
一
朱
銀
両
替
ニ
為
差
登
候
節
願
書
扣
」
（
「
文
政
三
年

5
旧
記
」
）。

（

）
「
（
手
代
孫
作
御
誉
ニ
付
雨
森
甚
太
夫
呼
出
あ
ら
ま
し
）
」
（
「
文
政
三
年
旧

6
記
」
）
。

（

）
前
掲
註
（

）
史
料
。

7

6
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（

）「
（
手
代
孫
作
御
礼
進
物
書
出
）
」（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）。

8
（

）「
（
十
一
月
廿
三
日
）
覚
」（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）
。

9
（

）
渡
辺
浩
一
「
城
下
町
松
江
と
在
方
町
」
（
『
松
江
市
史
』
通
史
編
３
近
世
Ⅰ
、

10
四
六
五
頁
、
二
〇
一
九
年
）
、
上
野
富
太
郎
・
野
津
静
一
郎
編
『
松
江
市
誌
』

（
松
江
市
、
一
六
三
八
―
一
六
四
五
頁
、
一
九
三
一
年
、
復
刻
版
、
名
著
出
版
、

一
九
七
三
年
）
。

（

）
天
神
町
の
吉
田
屋
は
文
兵
衛
と
文
助
の
二
家
が
あ
る
が
、「
吉
田
屋
文
兵
衛
跡

11
取
引
帳
」
（
櫻
井
家
文
書
、
ａ
一
―
五
―
六
）
に
よ
る
と
、
安
政
五
年
（
一
八
五

八
）
九
月
五
日
よ
り
以
前
に
吉
田
屋
文
兵
衛
は
潰
れ
て
お
り
、「
文
兵
衛
并
家
内

共
い
つ
れ
も
親
類
方
へ
退
身
い
た
し
可
申
事
」
と
あ
り
、
文
兵
衛
・
家
族
と
も

親
類
宅
へ
身
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
同
年
十
一
月
段
階
で
進
物
を
調

達
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
段
階
で
の
吉
田
屋
は
文
助
で
あ

る
。

（

）
拙
稿
「
近
世
後
期
か
ら
明
治
前
期
に
お
け
る
櫻
井
家
鉄
山
経
営
」
（
『
櫻
井
家

12
た
た
ら
の
研
究
と
文
書
目
録
―
櫻
井
家
文
書
悉
皆
調
査
報
告
書
―
』
島
根
県
奥

出
雲
町
教
育
委
員
会
、
五
七
―
一
〇
八
頁
、
二
〇
〇
六
年
）。

（

）「
（
四
月
九
日
）
覚
」
（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）。

13
（

）
「
列
士
録
」
瀧
波
（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
瀧
波
與

14
右
衛
門
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
八
月
十
七
日
、「
郡
奉
行
并
農
兵
御
用
懸

り
合
」
に
就
任
し
て
い
る
。

（

）
「
（
長
谷
川
鉄
蔵
事
亀
太
郎
表
彰
ニ
付
素
性
書
出
）
」
（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）。

15
（

）
前
掲
註
（

）
史
料
。

16

15

（

）
「
菅
谷
鈩
戸
籍
帳
」
（
島
根
県
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
菅
谷
鑪
』
一
四
七
―

17
一
四
八
頁
、
一
九
六
八
年
）
で
は
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
段
階
で
、
堀

江
円
助
は
十
三
代
目
の
村
下
職
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
塚
尊
俊
「
菅
谷
鑪
十

四
代
の
村
下
―
堀
江
要
四
郎
翁
旧
事
談
」（
同
『
鑪
と
刳
舟
』
慶
友
社
、
二
〇
九

―
二
二
三
頁
、
一
九
九
六
年
）
で
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
年
段
階

で
、
円
助
の
息
子
堀
江
要
四
郎
が
十
四
代
目
と
し
て
い
る
。

（

）
「
（
大
正
三
年
槙
原
鈩
配
属
山
子
頭
兼
山
廻
り
木
奈
崎
保
助
・
村
下
職
榎
幾
五

18
郎
両
人
表
彰
ニ
付
、
槙
原
鈩
主
任
代
理
後
藤
安
太
郎
ニ
代
理
出
頭
セ
シ
メ
ラ
レ

候
あ
ら
ま
し
）
」（
「
文
政
三
年
旧
記
」
）。

（

）
前
掲
註
（

）
史
料
。

19

18

（

）
角
田
徳
幸
「
角
鈩
に
お
け
る
鉄
生
産
）
」
（
『
奥
出
雲
町
文
化
的
景
観
調
査
報

20
告
書
―
奥
出
雲
た
た
ら
と
棚
田
の
文
化
的
景
観
―
』
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
、

九
五
―
九
八
頁
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
「
出
雲
の
角
炉
製
鉄
」
（
『
近
代
日
本

製
鉄
・
電
信
の
源
流
―
幕
末
明
治
初
期
の
科
学
技
術
―
』
岩
田
書
院
、
一
四
七

―
一
七
八
頁
、
二
〇
一
七
年
）
、
同
『
た
た
ら
製
鉄
の
歴
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、

一
八
六
―
二
〇
四
頁
、
二
〇
一
九
年
）。

槙
原
鈩
に
お
け
る
角
炉
の
建
設
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
頃
と
推
定

さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
⑯
に
あ
る
よ
う
に
角
炉
技
術
の
導
入
は
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
き
、
槙
原
鈩
村
下
の
榎
幾
五
郎
が
技
術
の

導
入
に
大
き
く
貢
献
し
た
よ
う
で
あ
る
。
史
料
の
残
存
状
況
に
も
よ
る
が
、
今

後
、
槙
原
鈩
に
お
け
る
角
鈩
技
術
の
導
入
、
角
鈩
の
構
築
な
ど
の
詳
細
が
明
ら

か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

（

）
前
掲
註
（

）
史
料
。

21

18

（

）
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
破
綻
し
た
小
野
組
に
関
し
て
「
東
京
日
日
新
聞
」

22
は
、
同
七
年
十
一
月
二
三
日
付
の
記
事
で
「
能
々
考
へ
て
見
よ
、
東
京
大
阪
其

外
日
本
国
中
の
豪
家
に
て
、
戸
を
鎮
レ
、
分
散
に
及
び
た
る
大
家
は
、
此
四
五

年
以
来
何
千
百
人
ぞ
や
。
而
し
て
其
来
歴
ハ
皆
当
主
た
る
人
々
其
才
能
に
乏
し

く
、
全
権
を
委
ね
た
る
番
頭
等
が
時
勢
に
暗
く
し
て
方
向
を
謬
り
た
る
に
依
ら

ざ
る
は
な
し
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
五
（
明
治
七
年
七
月
～
十
二
月
）
』
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
）
と
あ
り
、
番
頭
が
経
営
の
全
権
を
委
ね
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
記
事
で
は
番
頭
が
情
勢
に
暗
け
れ
ば
、
経
営
の
方
向
を

見
誤
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
初
年
の
新
聞
の
論
旨
で
は
番
頭
の
重
要
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性
が
如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
。

（

）
前
掲
註
（

）
拙
稿
「
「
文
化
十
二
年

旧
記
」
か
ら
み
え
る
田
部
家
」。

23

3

（

）
前
掲
註
（

）
拙
稿
「
「
文
化
十
二
年

旧
記
」
か
ら
み
え
る
田
部
家
」。

24

3

（

）「
（
出
立
杵
築
行
清
算
書
）
」（
櫻
井
家
文
書
、
ｂ
一
―
五
―
二
三
）。

25
（

）
「
（
御
婚
儀
ノ
件
ニ
付
各
方
面
ヘ
電
話
料
書
出
）
」
（
櫻
井
家
文
書
、
ｂ
一
―
五

26
―
二
三
）。

（

）「
御
慶
事
役
割
之
記
」（
櫻
井
家
文
書
、
ｂ
一
―
五
―
二
三
―
二
）。

27
（

）
婚
礼
な
ど
の
儀
礼
は
、
櫻
井
家
を
中
心
と
し
た
集
団
の
規
律
を
表
す
「
劇
場

28
国
家
」
で
の
効
果
を
期
待
し
て
挙
行
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（
青
木
保

『
儀
礼
の
象
徴
性
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
―
二
一
七
頁
、
一
九
八
四
年
）
。

（

）
田
部
家
の
番
頭
に
よ
る
家
内
行
事
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
具
体

29
的
な
分
析
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（

）
前
掲
註
（

）
拙
稿
「
「
文
化
十
二
年

旧
記
」
か
ら
み
え
る
田
部
家
」
、
拙

30

3

稿
「
田
部
家
の
手
船
「
鐵
泉
丸
」
」（
『
鉄
の
歴
史
村
会
報
』
第
一
八
号
、
四
―
八

頁
、
二
〇
一
九
年
）。

（

）
前
掲
註
（

）
拙
稿
「
田
部
家
手
代
の
構
成
と
勤
務
履
歴
の
特
徴
に
つ
い
て

31

3

―
近
世
後
期
～
明
治
前
期
に
お
け
る
事
例
の
紹
介
―
」。

[

付
記]

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
櫻
井
家
に
は
史
料
の
閲
覧
に
際
し
多
大
な
ご
高
配
を

賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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